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３．環境管理組織 

 (2025 年 4 月 1 日現在)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 東京部門

 北海道部門

  北海道支店（サテライトオフィスを含む）

 仙台部門

  仙台支店

 静岡部門

  静岡支店

 名古屋部門

  名古屋支店

 関西部門

  関西支社

 広島部門

  広島支店、宇部営業所

 四国部門

  四国支店、四国中央営業所

 福岡部門

  福岡支店

 物流部門

  釧路ケミカルセンター

  仙台・七ヶ浜ケミカルセンター

  富士ケミカルセンター

  広島・大野ケミカルセンター

社長
（代表者）

　所定の研修を受講し、試験に
合格した者の中から、社長に任
命された監査員が担当する。
　内部環境監査要領により部門
（本社・支社・支店、グループ会
社を含む9部門）ごとに隔年（ケミ
カルセンターは毎年）で監査を
実施する。
　監査員は、社長の直轄となっ
ている。
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環境責任者
（環境担当役員）

  ソーダニッカ㈱本社、ソーダニッカビジネスサポート㈱




